
川口駅前保育園指定管理者候補者選定基本調書

団体

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） ４期目

選定種別

非公募

※非公募理由

選考にあたり、当該施設の目的・役割等を十分に理解し、児童の生活の場として施設運
営が適切に行われ、かつ、施設の運営基本方針・目標、職員の体制、保育体制、保育
内容等が適正であるかについて、運営法人から提出された資料の審査、現地視察、ヒ
アリング及び財務分析を実施し、総合的に評価して選考を行った。
　その結果、評価の平均点が「適正」なことに加え、先に実施した保育所利用者アン
ケート（満足度調査）においても一定の評価を受けている点、保育の継続性・安定性等
を考慮し、川口市指定管理者制度運用指針に定められている公募の例外規定「ウ　施
設の性質、規模、機能等を考慮し、又は設置目的に応じた管理運営を適切かつ効率的
に実施できる民間事業者等であると認められる場合」に該当するので、現在の運営法
人を随意指定するもの。

構造規模

建物規模　専有面積　１，６１１．００㎡
　　　　　　 　屋上庭園　 　 ８７２．９０㎡

建物構造　鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造
                地下２階・地上８階建の８階部分

施設内容　保育室（０歳児～５歳児、一時預かり）、遊戯室、調乳室、沐浴室、事務室、
　　　　　　　医務室、相談室、更衣室、休憩室、倉庫、調理室、検収室、食品庫、トイレ

定　　　員　１２０人

所管課 子ども部　保育運営課

２　募集概要・応募状況

募集要旨
【導入目的】

　多様化する保育ニーズに応えるとともに、より効果的・効率的な保育行政を行なうこと
を目的として、「第１次保育所民営化計画」に基づき、新たに設置した保育所に指定管
理者制度を導入したもの。

１　施設概要

施設名称 川口市立川口駅前保育園

設置目的
　保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこ
とを目的とする施設である。（児童福祉法第３９条）

所在地 川口市川口１－１－１　キュポ・ラ８階

【年額】

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第３
項第１号又は第２８条第２項第１号若しくは第２号に規定す
る内閣総理大臣が定める基準により算定した費用及び川口
市公設民営保育所補助金交付要綱に基づき算定した補助
金に相当する額

利用料金 無し

応募団体 1 （　株式会社　日本保育サービス　）

（参考）前指定期間 同上

指定管理料
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保育所の経営

第一位指定管理者候補者

名　　称 株式会社　日本保育サービス

法人の事業
　西青木３丁目地内で青木保育所を指定管理者として運営。

また、戸塚４丁目地内でアスク東川口保育園を運営。

役員の状況 代表取締役　１名、取締役　１４名、監査役　２名

構成団体１

1,024/1,375

代表団体

所　在　地 名古屋市中村区名駅２丁目３８番２号

３　子ども部専門委員会における選定結果

法人の目的

法人の事業

【選定理由】

指定管理料

専門委員会における
審査点数

第一次審査 第二次審査

構成団体２

所　在　地

代　表　者

主な業種

法人の目的

法人の事業

役員の状況

代　表　者 代表取締役　坂井　徹

主な業種 保育所の経営

法人の目的

役員の状況

所　在　地

代　表　者

主な業種

　子ども部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会において、川口市立川口駅前保育園の目
的・役割等を十分に理解し、児童の生活の場として施設運営が適切に行われ、かつ、施設の運営基
本方針・目標、職員の体制、保育体制、保育内容等が適正であるかについて、「株式会社日本保育
サービス」から提出された資料の審査、現地視察、ヒアリング及び財務分析を実施し、総合的に評価
して選考を行った。
　評価項目に従って、５名の選考委員が１１分野、５５項目について採点した合計点数は、１,３７５点満
点中１,０２４点、平均点５点満点中３．７２点と評価結果が適正となったことに加え、保護者を対象とし
た利用者アンケート結果においても満足・やや満足の割合が８７．１％と一定の評価を受けている点、
保育の継続性・安定性等を考慮すると「株式会社日本保育サービス」を当該施設の指定管理者候補
者として選定するもの。
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